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○北本市空き家等改修補助金交付要綱 

平成29年９月11日告示第200号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、所有者等に対し、予算の範囲内において空き家等の改修に関する補助金（以

下「補助金」という。）を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、北本市補助金等の交付に関する規則（昭和63年規則第19号）

に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 空き家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第２条第１項に

規定する空家等のほか、当該空家等になることが容易に予見できる建築物をいう。 

(２) 改修 改修又は増築をいう。 

(３) 市内施工業者 市内に本社等を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、住宅の

改修を行う事業者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のい

ずれかに該当する者で、次条に規定する補助対象建築物の改修を行うものとする。 

(１) 当該補助対象建築物の所有者で、第三者に住居として売却しようとする者 

(２) 当該補助対象建築物の所有者で、第三者に住居として賃貸しようとする者 

(３) 当該補助対象建築物を購入し、又は相続等により取得し、自ら居住する者 

(４) 当該補助対象建築物を賃借し、自ら居住する者 

(５) 当該補助対象建築物の所有者又は貸借人で、当該補助対象建築物を高齢者等の憩いの場、

子ども食堂その他地域住民の交流拠点の用に供するための施設であって市長が必要と認める施

設（以下「地域住民交流用施設」という。）に改修し、当該改修した施設を地域住民に提供し

ようとする者 

２ 補助対象者（前項第２号から第４号までの補助対象者に限る。）は、当該補助対象建築物に３

年以上居住し、又は賃貸しなければならない。 

３ 補助対象者は、市税等を滞納していない者でなければならない。 

４ 補助対象者（第１項第３号及び第４号の補助対象者に限る。）は、交付申請の日の１年前から

当該補助対象建築物に住所を有し、又は工事完了の日の１月後までの間に当該補助対象建築物に
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住所を移さなければならない。 

５ 補助対象者（第１項第５号の補助対象者に限る。）は、改修した施設を３年以上地域住民に提

供させなければならない。 

（補助対象建築物） 

第４条 補助の対象となる建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

(１) 市内に存する一戸建ての住宅又は併用住宅であること。 

(２) 交付申請をする時点において、空き家等であること。 

(３) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていない建築物であること。 

(４) 建築基準法（昭和25年法律第201号）の規定に違反していない建築物であること。 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、第９条の規定による通知

を受けた後に着工する次の各号のいずれかに掲げる工事とする。 

(１) 居住の用に供する部分に係る改修工事 

(２) 地域住民交流用施設に改修する工事 

(３) 前２号に掲げる工事のほか、市長が必要と認める工事 

２ 前項各号に掲げる工事のうち本市で実施している他の補助金制度等の対象となる工事は、補助

対象工事から除外する。 

３ 家電製品その他の物品の購入及び設置並びに蓄電池の設置及び附帯工事に要する費用は、補助

対象工事から除くものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用（設計費及び法令に基づく申請等に係る手数料

並びに消費税等を除く。以下「工事費用」という。）の３分の１に相当する額（1,000円未満の端

数があるときは、これを切り捨てるものとする。）とし、10万円（交付申請時に提出された補助

対象工事の見積書が全て市内施工業者である場合は、20万円）を限度とする。 

２ 併用住宅の屋根、外壁その他の建物全体に係る工事については、当該工事費用に、改修後の個

人住宅部分の床面積（前条第１項第２号に該当する工事を施工した場合にあっては、当該工事部

分の床面積を含む。）を当該併用住宅の延べ床面積で除して得た数値を乗じて得た額（１円未満

の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）を工事費用の額とする。 

３ 第３条第１項第３号又は第４号に該当する者の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
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それぞれ当該各号に定める額を加算した額とし、当該加算をして得た額と工事費用とのいずれか

少ない額を限度とする。 

(１) 市外から転入する場合（申請の日の１年前から工事完了の日の１月後までの間に市内に転

入する場合に限る。） １人につき５万円（最大４人まで） 

(２) 交付申請の時点において中学生以下の子供がいる場合 子供１人につき２万円（最大４人

まで） 

(３) 交付申請の時点において夫婦共に39歳以下である場合 １組につき２万円 

(４) 補助対象建築物に親世帯（義親及び継親を含む。以下同じ。）又は子世帯（義子及び継子

を含む。以下同じ。）が同居する場合（２以上の世帯が同居する場合を含む。） ２万円 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、北本市空き家等改修補

助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(１) 空き家等であることが分かる書類 

(２) 建物登記事項証明書（未登記の場合は、当該年度の物件明細のある固定資産税の納税通知

書） 

(３) 補助対象工事の内訳が分かる見積書の写し 

(４) 着工前の現場写真 

(５) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し（補助対象建築物を購入し、又は賃借する場合に限る。） 

(６) 事業計画書（様式第２号）（第５条第１項第２号の工事をする場合に限る。） 

(７) 親世帯又は子世帯との関係を証明できる戸籍謄本及び戸籍の附票並びに申請者及び親世帯

又は子世帯の世帯全員の住民票（前条第３項第４号に規定する加算を受けようとする場合に限

る。）の写し 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、昭和56年５月31日以前に着工された建築物について申請する場合は、耐震性が向上

する耐震改修を行う等、耐震性を確保した上で申請するよう努めなければならない。 

３ 申請者は、市のホームページ又は広報において事例として紹介されることについて了承しなけ

ればならない。この場合において、申請者が補助対象建築物を賃借する者であるときは、あらか

じめ所有者の同意を得なければならない。 

（所有者の同意） 

第８条 申請者は、前条の規定により申請するときは、あらかじめ改修工事等を行うことについて
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補助対象建築物の所有者の同意を得なければならない。 

２ 前項の同意は、所有者が複数の場合にあっては、当該所有者全員の同意を得なければならない。 

（交付決定） 

第９条 市長は、交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付

を決定し、北本市空き家等改修補助金交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するも

のとする。 

（補助対象工事の内容変更） 

第10条 前条の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助対象工事の内

容を変更しようとするときは、速やかに北本市空き家等改修補助金交付決定変更申請書（様式第

４号）に変更の内訳が分かる見積書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。 

（交付決定の変更） 

第11条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、

北本市空き家等改修補助金交付決定変更通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとす

る。 

（補助対象工事の中止） 

第12条 交付決定者は、補助対象工事を中止しようとするときは、速やかに北本市空き家等改修補

助金補助対象工事の中止届出書（様式第６号）を市長に届け出なければならない。 

（完了報告） 

第13条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、北本市空き家等改修補助金補助対象工事

完了報告書（様式第７号）に次に掲げる書類（補助対象工事の内容に変更があった場合は、次に

掲げる書類及び変更内容に係る費用の内訳が分かる書類）を添えて、当該工事完了後１月以内に

市長に報告しなければならない。 

(１) 建物の利用の開始を証する書類 

(２) 工事領収書の写し又はこれに代わるもの 

(３) 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類 

(４) 工事完了後の現場写真 

(５) 工事請負契約書等の写し 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第14条 市長は、前条の規定による完了報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めると
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きは、交付すべき補助金の額を確定し、北本市空き家等改修補助金額確定通知書（様式第８号）

により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第15条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、

北本市空き家等改修補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（決定の取消し） 

第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消

すことができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(２) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。 

(３) 完了報告が交付決定の属する年度の末日までに提出されないとき。 

(４) 第12条の規定により、補助対象工事を中止したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、北本市空き家等改修補助金交付決定

取消通知書（様式第10号）により、交付決定者に対し通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交

付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。 

（委任） 

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年告示第51号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年告示第56号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年告示第９号抄） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 
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附 則（令和４年告示第54号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 


